
公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示の一部を改

正する告示を次のように定める。 

 

  令和６年３月１日 

 

                     野田市選挙管理委員会 

                      委員長 金子 憲一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



野田市選挙管理委員会告示第１号 

 

   公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示の 

一部を改正する告示 

 

公職選挙法第１７条第２項の規定に基づき投票区を設定する告示（昭和３６

年野田市選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

表第１投票区の項中「７９４」の次に「、１０２１の４～１０２１の６」を

加え、「、１０９１」を削り、同表第２投票区の項中「１５３８」を「１５３

９」に、「１２４１～１２４９」を「１２４３の２、１２４３の３、１２４４ 

～１２４６」に、「１０８５～１０９０」を「１０８６、１０８９、１０９０」 

に改め、同表第２３投票区の項中「３８２の１～３８２の３、３８２の５～３

８２の７８」を「３８２」に改め、同表第２６投票区の項中「１０２１」の次

に「（１０２１の４～１０２１の６を除く）」を加え、同表第２７投票区の項

中「２７０２の１５９」の次に「、２７０２の１７８、２７０２の１７９」を

加える。 

附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 


